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岡山県と特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンクが自殺対策 

ＳＮＳ等地域連携包括支援事業における連携自治体事業に係る協定を締結します 

 

自殺リスクを抱える方が気軽に相談でき、相談者が生活する地域で継続的な支援を受け

られる体制を構築するため、岡山県と特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリ

ンク（以下、ライフリンク）が、「自殺対策ＳＮＳ等地域連携包括支援事業（※）における連

携自治体事業に係る協定」を締結しますので、お知らせします。 

 

  ※ 自殺対策ＳＮＳ等地域連携包括支援事業 

    国事業であり、ＳＮＳ・電話相談において、全国規模で相談受付が可能となる体制を構築し、

相談者の相談内容に応じて、地方自治体や地域の支援団体と連携し、入口から出口まで一貫し

た支援体制を構築するもの。ライフリンクが事業を受託。 

 

１ 締結日 

令和８（2026）年３月１９日（木） 

２ 協定の主な内容 

（１）連携予定事項 

①つなぎ支援 

・ライフリンクが受けた相談のうち、地域での支援が必要と判断した相談

者の情報を、本人同意のもと県に提供する。県は専任職員を配置のうえ、

地域ネットワークを活用した支援を行う。 

・ライフリンクは県と伴走しながら支援を継続する。 

②自殺対策相談

窓口案内カード 

・ライフリンクは、優先的に相談対応を行う県専用ＳＮＳアカウントを開

設し、アカウントの二次元バーコードが記載されたカードを作成する。 

・県は、カードを面談や電話等の支援につながりにくい者に届けるなど、

ＳＮＳ相談窓口を周知する。 

③相談支援の質

の向上 

・県とライフリンクが連携し、自治体間の情報交換会や講習等を行うなど、

相談支援の質の向上を図る。 

（２）協定対象区域 県自殺対策推進センターが所管する区域 

   ※ 本協定は都道府県又は政令市が設置する地域自殺対策推進センター単位で締結さ

れる。 

 

≪参考≫特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク概要 

設 立 平成１６(2004)年１０月 

所 在 地 東京都千代田区九段北四丁目３番８号市ヶ谷ＵＮビル３階 

代 表 者 清水 康之 

事業内容 
自殺総合対策、自死遺族ケアの推進、自殺予防・防止のための啓発活

動、シンポジウムの開催 等 

 


